
【 外観・ 内観等】
□ 外観 ・ 交付申請「 様式5 対象住宅の着工前の現地写真」 で提出し た敷地写真と 同様のアングルで撮影し たも のを提出するこ と 。
□ 外壁面 ・ 足場撤去後に撮影し たすべての外壁面を各一面以上、 計４ 面以上提出するこ と 。

　 ※主に開口部を確認し ます。 ※一枚で納まら ない場合は複数枚で一面を撮影し ても 可
□ 内観 ・ 主たる居室（ LDK） を一枚以上、 その他の居室を一枚以上、 室内を俯瞰し て確認でき るも のを提出するこ と 。

【 断熱材】 　 ※各２ 枚以上
※二層貼り 等断熱材を 複数枚を 同一箇所に施工する場合は、 その状況を 確認でき るよう 撮影するこ と 。 

※外張断熱・ 充填断熱の併用等の場合は、 それぞれを 確認でき るよう 撮影するこ と 。

★ □ 屋根 ・ 断熱材施工後の全景を確認出来るよう 撮影するこ と 。
・ 使用する断熱材の商品名、 厚みを確認出来るよう 撮影するこ と 。

★ □ 天井 ・ 断熱材施工後の全景を確認出来るよう 撮影するこ と 。
・ 使用する断熱材の商品名、 厚みを確認出来るよう 撮影するこ と 。

★ □ 外壁 ・ 断熱材施工後の全景を確認出来るよう 撮影するこ と 。
・ 使用する断熱材の商品名、 厚みを確認出来るよう 撮影するこ と 。

★ □ 床 ・ 断熱材施工後の全景を確認出来るよう 撮影するこ と 。
・ 使用する断熱材の商品名、 厚みを確認出来るよう 撮影するこ と 。

★ □ オーバーハング部・ 断熱材施工後の全景を確認出来るよう 撮影するこ と 。
・ 使用する断熱材の商品名、 厚みを確認出来るよう 撮影するこ と 。

★ □ 基礎 ・ 断熱材施工後の全景を確認出来るよう 撮影するこ と 。
・ 使用する断熱材の商品名、 厚みを確認出来るよう 撮影するこ と 。

【 開口部】
□ 玄関ド ア ・ 養生材撤去後、 全体を確認出来るよう 撮影するこ と 。

・ 商品名、 型番等を確認出来るラ ベルを撮影するこ と 。 　 ※小口に貼ら れている場合が多い
□ サッ シ ・ 代表的な３ ～４ か所程度についての写真を提出するこ と 。

・ 全体を確認出来るよう 撮影し た写真を提出するこ と 。
・ サッ シの商品名、 型番を確認出来るラ ベルを撮影し 提出するこ と 。 ※サッ シの右上に貼ら れている場合が多い
・ ガラ スの性能を確認出来る刻印等を撮影するこ と 。 　 ※ガラ スの右下にある場合が多い

【 設備機器】
□ 暖房設備冷房設備・ 設置箇所を確認出来るよう 全景と 、 型番を確認出来るよう に撮影し たも のをそれぞれ提出のこ と 。

・ 設置し た室ごと に撮影するこ と 。 （ 主たる居室／その他の居室）
・ 設置箇所を確認出来るよう 全景と 、 型番を確認出来るよう に撮影し たも のをそれぞれ提出のこ と 。

□ 換気設備 ・ ダク ト 式で本体と 給排気部が分かれている場合は、 本体の写真を撮影するこ と 。
・ 全景と 、 型番を確認出来るよう に撮影し たも のをそれぞれ提出のこ と 。

□ 熱源機（ 給湯器） ・ 熱源部と 貯湯部が分かれている場合は、 それぞれを撮影するこ と 。
★ □ 給湯ヘッ ダー ・ 給水ではなく 給湯のヘッ ダー部の写真を撮影するこ と 。 （ 一般的には赤、 オレンジ等の暖色の配管）

・ 白色等の配管を使用し 、 給水、 給湯の目視での判別が難し い場合は両方を撮影するこ と 。
・ 熱源機が複数あり 、 給湯ヘッ ダーも 複数設置の場合はすべての箇所を撮影するこ と 。

□ 水栓金具 ・ 節湯性能の有無にかかわら ず撮影するこ と 。
・ 設置箇所を確認出来るよう 全景と 、 型番を確認出来るよう に撮影し たも のをそれぞれ提出のこ と 。
・ 浴室シャ ワーはシャ ワーヘッ ド および洗い場水栓のそれぞれを撮影するこ と 。
・ 複数設置する場合は、 すべての箇所を撮影するこ と 。

□ 高断熱浴槽 ・ 浴槽の保温部を確認出来るよう に撮影するこ と 。
・ 断熱ふたと 浴槽のセッ ト を確認出来るよう に撮影するこ と 。 （ 浴槽単体で性能が出る場合を除く ）
・ 出荷証明等での浴槽単体の型番記載が困難な場合は、 ユニッ ト バス本体の型番ラ ベルを撮影するこ と 。

□ 照明設備 ・ LDK、 その他の居室、 非居室の代表的な個所をそれぞれ撮影するこ と 。
・ 調光が可能な制御、 人感センサーを採用し ている場合は、 その部分を確認出来るよう 撮影するこ と 。
　 ※壁スイ ッ チ部での制御、 リ モコ ンでの制御、 本体のセンサー感知部等、 状況に応じ 撮影のこ と 。

★ □ 太陽光発電設備 ・ 設置し たパネルのすべての枚数を確認出来るよう 撮影するこ と 。 （ 足場があっ ても 構いません）
・ パネル設置面が複数の場合はすべての面を撮影するこ と 。
・ パワーコ ンディ ショ ナーを撮影するこ と 。
・ HEMSを設置する場合は撮影するこ と 。
・ システム容量が１ ０ kw以上の場合は、 メ ータ ー部を撮影するこ と 。

□ その他 ・ 主たる居室と 階段室を建具で区切る場合は、 その部分を撮影するこ と 。

地域型グリ ーン 化事業　 ゼロ エネ実績報告用写真リ スト
※注意　 各項目につき １ 枚ではあり ません。 マニュ アル参照の上、 必要に応じ て複数枚撮影を お願い致し ます。

★印は、 見えなく なっ てし まう 為、 取り 忘れが多い個所になり ます。 特に注意し て下さ い。



１）共通事項

２）外観・内観等

３）断熱材

４）開口部

・一次エネルギー消費量算定には反映しないが設置した設備

・建物の外観および内観

・その他状況に応じ必要なもの

留意点をよくご確認の上、撮影漏れの無いよう十分に注意して下さい。

令和元年度地域型住宅グリーン化事業　＜高度省エネ型＞

完了実績報告書【ゼロ・エネルギー住宅】の作成要領

写真台帳に貼付する対象住宅の写真についての留意点　（１/３）

写真台帳は、対象住宅が完了実績報告書の内容に適合した施工がされていることを報告するためのものであり、

工事の進捗等により隠蔽される箇所など、後日確認が困難になるものについては特に重要な要素となります。

・断熱材施工後の全景を確認出来るよう撮影すること。

　※部分的にしか確認できない写真は不可

・二層貼り等断熱材を複数枚を同一箇所に施工する場合は、その状況を確認できるよう撮影すること。

・外張断熱・充填断熱の併用等の場合は、それぞれを確認できるよう撮影すること。

※提出された写真のみでは状況を確認出来ず補足を求める場合もあります。様々なアングルから複数枚を撮影する等、備えておいてください。

外観

外壁面

※全ての開口部

内観

・交付申請「様式5 対象住宅の着工前の現地写真」で提出した敷地写真と同様のアングルで撮影したものを提出すること。

・足場撤去後に撮影した、全ての外壁面を各一枚以上、計４枚以上提出すること。

　※主に開口部を確認します。※一枚で納まらない場合は複数枚で一面を撮影しても可

・主たる居室（LDK）を一枚以上、その他の居室を一枚以上、室内を俯瞰して確認できるアングルで

　提出すること。

・提出が必要な写真は下記の通りです。

・外皮性能に係わる全ての要素

・一次エネルギー消費量算定に係わる全ての要素

・設置箇所を確認出来る全景を撮影したものと、型番等を確認できるように撮影したものをセットで提出してください。

玄関ドア

サッシ

・写真には　日付、事業者名、建築主名、工事内容　を明記した看板を入れ撮影してください。

　※様式ダウンロードページにカード型の看板のご用意があります。よろしければご活用ください。

・電子看板は原則として使用不可とします。※マニュアル第一章別紙２参照

・手振れやストロボ等の影響により、撮影対象や看板の文字が不鮮明なものは不可です。

・必要に応じ、一要素の写真を複数枚提出したり、複数欄を使用した大きな写真を提出していただいても構いません。

・養生材撤去後、全体を確認出来るよう撮影すること。

・商品名、型番等を確認出来るラベルを撮影すること。　※小口に貼られている場合が多い

・代表的な３～４か所程度についての写真を提出すること。

・全体を確認出来るよう撮影した写真を提出すること。

・サッシの商品名、型番を確認出来るラベルを撮影し提出すること。※サッシの右上に貼られている場合が多い

・ガラスの性能を確認出来る刻印等を撮影すること。　※ガラスの右下にある場合が多い

・各施工部位毎（屋根、天井、外壁、床、オーバーハング部、基礎等）に撮影すること。

・使用する断熱材の商品名、厚みを確認出来るよう撮影すること。

この部分の刻印です



５）設備機器

６）その他

７）写真台帳への貼付

・改修の場合は、改修前の現状および改修後を対照できるよう部位毎に貼付すること。

暖房設備

冷房設備

換気設備

熱源機

（給湯器）

給湯ヘッダー

水栓金具

高断熱浴槽

照明設備

太陽光発電設備

・写真の縦横比を変えずに枠に合わせて大きく貼付すること。

　　※必要に応じ、一要素の写真を複数枚提出したり、複数の欄を使用した大きな写真を提出していただいても構いません。

・原則、当留意点に記載の順に貼付すること。※外観、外壁、内観→外皮（断熱材、開口部）→設備機器の順になっています。

・写真台帳はカラー印刷で提出すること。

　※建具を開けた状態、閉めた状態をそれぞれ撮影すること。

・写真撮影箇所を示した図を添付すること。（マニュアル第４章P4-20　㉚に該当するもの）

・改修の場合は、改修前の現状および改修後をそれぞれ撮影すること。

・パワーコンディショナーを撮影すること。

・HEMSを設置する場合は撮影すること。

・システム容量が１０kw以上の場合は、メーター部を撮影すること。

・主たる居室と階段室（非居室）を建具で区切る場合は、その部分を撮影すること。

・LDK、その他の居室、非居室の代表的な個所をそれぞれ撮影すること。

・調光が可能な制御、人感センサーを採用している場合は、その部分を確認出来るよう撮影すること。

　※壁スイッチ部での制御、リモコンでの制御、本体のセンサー感知部等、状況に応じ撮影のこと。

・設置したパネルのすべての枚数を確認出来るよう撮影すること。（足場があっても構いません）

・パネル設置面が複数の場合はすべての面を撮影すること。

・浴室シャワーはシャワーヘッドおよび洗い場水栓のそれぞれを撮影すること。

・複数設置する場合は、すべての箇所を撮影すること。

・浴槽の保温部を確認出来るように撮影すること。

・断熱ふたと浴槽のセットを確認出来るように撮影すること。（浴槽単体で性能が出る場合を除く）

・出荷証明等での浴槽単体の型番記載が困難な場合は、ユニットバス本体の型番ラベルを撮影すること。

・給水ではなく給湯のヘッダー部の写真を撮影すること。（一般的には赤、オレンジ等の暖色の配管）

・白色等の配管を使用し、給水、給湯の目視での判別が難しい場合はそれぞれの写真を提出すること。

・熱源機が複数あり、給湯ヘッダーも複数設置の場合はすべての箇所を撮影すること。

・節湯性能の有無にかかわらず撮影すること。

・設置箇所を確認出来るよう全景と、型番を確認出来るように撮影したものをそれぞれ提出のこと。

・設置した室ごとに撮影すること。（主たる居室／その他の居室）

・設置箇所を確認出来るよう全景と、型番を確認出来るように撮影したものをそれぞれ提出のこと。

・ダクト式で本体と給排気部が分かれている場合は、本体の写真を撮影すること。

・全景と、型番を確認出来るように撮影したものをそれぞれ提出のこと。

・熱源部と貯湯部が分かれている場合は、それぞれを撮影すること。

令和元年度地域型住宅グリーン化事業　＜高度省エネ型＞

完了実績報告書【ゼロ・エネルギー住宅】の作成要領

写真台帳に貼付する対象住宅の写真についての留意点　（２/３）

・省エネ対策の有無にかかわらず写真を提出のこと。

・設置箇所を確認出来るよう全景と、型番を確認出来るように撮影したものをそれぞれ提出のこと。



1 ／

令和元年度地域型住宅グリーン化事業　＜高度省エネ型＞

写真台帳に貼付する対象住宅の写真についての留意点　（３/３）

完了実績報告書【ゼロ・エネルギー住宅】の作成要領

写真№ 〇〇 施工部位： LDK～階段室を仕切る建具 写真№ 〇〇 施工部位： 給湯ヘッダー

写真№ 〇〇 施工部位： 台所水栓 写真№ 〇〇 施工部位： 台所水栓

写真№ 〇〇 施工部位： 外観 写真№ 〇〇 施工部位： 外観

使用した小黒板情報電子化対応ソフトウェア名： ○○○○ バージョン：

令和元年度　完了実績報告写真台帳 10

グループ番号 1234 事業者番号 00001

○ ×

△△△工務店

こちらの写真は参考例です。 本作成要領を事前によくご確認いただき撮影してください。
写真台帳作成の際は、写真の縦横比を変えずに枠に合わせて大きく貼付してください。

画面には提案内容に係る部分だけを接近して撮影するのではなく、周囲の状況もバランス良く
画面に納めて、当該住宅の写真であることが特定できるようにしてください。
対象物の全景の写真および型番等の写真をそれぞれ提出してください。

補助事業者名、邸名等を記入した看板は、文字が読めなくては意味がありません。

文字の大きさ、鮮明度等、報告用の資料写真としてふさわしい写真かを十分確認してください。

△△△工務店 △△△工務店

○○○○邸

給湯ヘッダー

△△△工務店

○○/○月○○日

型番等の撮影の為、対象物に近接する場合は看板がなくても可と

します。

ただし、対象物の全景写真に看板が入っていることを条件とします。

○○○○邸

主たる居室～階段

室

○○○○邸

主たる居室～階段

室

△△△工務店

（注）主たる居室と非居室を

間仕切る建具は開、閉それ

ぞれの写真を提出してくだ

さい

！！ 撮影の際には 看板 を必ず入れてください ！！

看板には 日付、施工事業者名、建築主名、工事内容 の記入が必要です。

（注）給湯ヘッダー写真に関

し、

誤って給水ヘッダーを提出

するケースが大変多くなっ

ています。ご注意ください。
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